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【第３期中期目標期間の教育研究評価】 

第３期中期目標期間の教育研究の状況の評価に係る 
「評価実施要項」における第２期からの主な変更点（案） 

 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 

 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下、「機構」という。）は、文部科学省国

立大学法人評価委員会（以下、「法人評価委員会」という。）から、国立大学法人及び大学

共同利用機関法人（以下、「国立大学法人等」という。）の教育研究の状況の評価（以下、

「教育研究評価」という。）の実施要請を受けています。 

第３期中期目標期間の教育研究評価については、法人評価委員会による実施要領
注）
及び

国立大学法人等へのアンケート調査の結果等を踏まえ、評価スケジュール、評価方法等を

以下のとおり変更します。 

注）「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第３期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領 

（平成 27年 5月 27日）」（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/houkoku/1359059.htm） 

 

 

１．評価実施スケジュール、評価実施体制 

≪評価実施スケジュールの見直し≫ 

国立大学法人法の改正に伴い、第３期中期目標期間の教育研究評価においては、

2020年度に４年目終了時評価（同法第 31 条の２第１項第２号）を、2022年度に中期

目標期間終了時評価（同法第 31条の２第１項第３号）を実施します。 

４年目終了時評価では、「中期目標の達成状況評価」、「学部・研究科等の現況分析」、

「研究業績水準判定」を実施し、中期目標期間終了時評価では、「中期目標の達成状

況評価」のみを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度実施：中期目標期間終了時評価 

(国立大学法人法第 31条の２第１項第３号) 

2020年度実施：４年目終了時評価 

(国立大学法人法第 31条の２第１項第２号) 

 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/houkoku/1359059.htm
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・中期目標の達成状況評価
注）

 

注）４年目終了時評価結果を変え

うるような顕著な変化がある場

合や、４年目終了時評価時に「改

善を要する点」として指摘した

内容の改善状況等について評価

を実施 

・研究業績水準判定 

・学部・研究科等の現況分析 

・中期目標の達成状況評価 

●４年目終了時評価のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中期目標期間終了時評価のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実績報告書の受理

機構における教育研究評価
（書面調査及びヒアリング）の実施

評価報告書（案）の
国立大学法人等への通知

意見の申立てへの対応

評価報告書の確定

国立大学
法人等へ
提供

文部科学省国立大
学法人評価委員会

へ提供

社会へ
公表

2020年６月末まで

2020年５月～2021年１月

2021年１月～２月

2021年２月～３月

2021年３月～４月

機構における教育研究評価
（書面調査）の実施

評価報告書（案）の
国立大学法人等への通知

意見の申立てへの対応

評価報告書の確定

国立大学
法人等へ
提供

文部科学省国立大
学法人評価委員会

へ提供

社会へ
公表

2022年６月末まで

2022年７月～12月

2022年12月～2023年１月

2023年１月～２月

2023年３月～５月

実績報告書の受理
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●実績報告書の提出期限 

法人評価委員会からの機構への要請において、学部・研究科等の現況分析の結果（以

下、「現況分析結果」という。）を中期目標の達成状況評価に活用することが求められ

ています。 

このため、現況分析作業と達成状況の評価作業を段階的に進め、達成状況評価にお

いて現況分析結果を十分に活用するための確認・反映等の作業期間を設ける必要があ

ること、また、第２期中期目標期間の教育研究評価に係る国立大学法人等からのアン

ケートの回答においても「学部・研究科等の現況調査表と中期目標の達成状況報告書

の作成が同時並行で進むことにより、本部での整合性の確認、とりまとめ作業が困難

であった。」等の意見があったことを踏まえ、４年目終了時評価における提出資料の

うち、「学部・研究科等の現況調査表」及び「研究業績説明書」の提出期限を次のと

おりとします。 

 

 

 

 

   

注） 中期目標期間終了時評価においては、中期目標の達成状況評価のみを実施するため、提出資料は 

「中期目標の達成状況報告書」のみとし、その提出期限は 2022年６月末とします。 

 

●ヒアリングの実施内容、実施方法 

４年目終了時評価では、書面調査で確認できなかった事項等を十分に調査・把握す

ることを目的として、ヒアリングを実施します。
注）
 

なお、国立大学教育研究評価委員会（以下、「評価委員会」という。）が必要と認め

る場合には、訪問調査を実施します。 

ヒアリングの実施方法については、テレビ会議システムを用いたヒアリングを主と

して行います。 
注）中期目標期間終了時評価においても、評価委員会が必要と認める場合には、ヒアリング（訪問 

調査を含む）を実施します。 

 

 

≪評価実施体制の見直し≫ 

●現況分析部会の構成 

現況分析部会について、総合科学系を総合文系、総合理系、総合融合系の３つに分

けるなど、以下の学系部会で構成します。 

 

人文科学系、社会科学系、理学系、工学系、農学系、保健系、教育系、 

総合文系、総合理系、総合融合系、大学共同利用機関（計 11部会） 

 

 

  

【提出期限（４年目終了時評価）】
注）
 

・研究業績説明書：2020年４月中旬～下旬 

・学部・研究科等の現況調査表：2020年５月末 

（中期目標の達成状況報告書：2020年６月末） 
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２．中期目標の達成状況評価 

≪評価方法の見直し≫ 

●段階判定の評定及びその表記等 

・ 社会に分かりやすく示す観点から、法人評価委員会が実施する業務運営、財務内

容等の評価と、大項目の判定の基準となる位置を合わせます。 

・ 大項目及び中項目の判定について、「優れている」を追加し６段階判定とします。 

・ 中期計画を３段階判定、小項目を５段階判定とし、国立大学法人等ごとの具体的

な中期目標が設定されている小項目による評価をより重視した仕組みとします。 

・ 中期計画及び小項目の判定について、４年目終了時評価と中期目標期間終了時評

価の評価期間の状況に合わせた表記に変更します。 

【第３期中期目標期間 教育研究評価 達成状況評価 判定イメージ（案）】 

中期計画  中期目標（小項目）  中期目標（中項目）  中期目標（大項目）
注）

 

    

 ５：「中期目標の達成に向けて進捗し、 

特筆すべき実績を上げている」 

５：「非常に優れている」 ５：「非常に優れている」 

３：「中期計画を実施し、優れた 

実績を上げている」 

４：「中期目標の達成に向けて進捗し、 

優れた実績を上げている」 

４：「優れている」 ４：「優れている」 

２：「中期計画を実施している」 ３：「中期目標の達成に向けて進捗 

している」 

３：「良好」 ３：「良好」 

１：「中期計画を十分に実施して 

いるとはいえない」 

２：「中期目標の達成に向けて十分に

進捗しているとはいえない」 

２：「おおむね良好」 ２：「おおむね良好」 

 １：「中期目標の達成に向けて進捗 

していない」 

１：「不十分」 １：「不十分」 

  ※「重大な改善事項」 ※「重大な改善事項」 

 ５：「中期目標を達成し、特筆すべき 

実績を上げている」 

５：「非常に優れている」 ５：「非常に優れている」 

３：「中期計画を実施し、優れた 

実績を上げている」 

４：「中期目標を達成し、優れた実績

を上げている」 

４：「優れている」 ４：「優れている」 

２：「中期計画を実施している」 ３：「中期目標を達成している」 

 

３：「良好」 ３：「良好」 

１：「中期計画を十分に実施して 

いるとはいえない」 

２：「中期目標を十分に達成している 

とはいえない」 

２：「おおむね良好」 ２：「おおむね良好」 

 １：「中期目標を達成していない」 １：「不十分」 １：「不十分」 

  
※「重大な改善事項」 ※「重大な改善事項」 

【参考（第２期中期目標期間 教育研究評価 達成状況評価 判定イメージ）】 

中期計画  中期目標（小項目）  中期目標（中項目）  中期目標（大項目） 

    

４：「非常に優れている」 

３：「良好」 

２：「おおむね良好」 

１：「不十分」 

４：「非常に優れている」 

３：「良好」 

２：「おおむね良好」 

１：「不十分」 

４：「非常に優れている」 

３：「良好」 

２：「おおむね良好」 

１：「不十分」 

※「重大な改善事項」 

４：「非常に優れている」 

３：「良好」 

２：「おおむね良好」 

１：「不十分」 

※「重大な改善事項」 

〇大項目の判定 

中項目の平均値 

（６段階） 

「優れた点」等の指摘 

〇中項目の判定 

小項目の平均値 

（６段階） 

 

〇小項目の判定 

中期計画の平均値 

（５段階） 

※評価者が平均値から異なる
判定とすることも可 

 

〇大項目の判定 

中項目の平均値 

（５段階） 

〇中項目の判定 

小項目の平均値 

（５段階） 

〇中期計画の判定 

評価者が評価 

（３段階） 

４
年
目
終
了
時 

〇小項目の判定 

中期計画の平均値 

（４段階） 

※評価者が平均値から異なる

判定とすることも可 

中
期
目
標
期
間
終
了
時 

〇中期計画の判定 

評価者が評価 

（４段階） 

「優れた点」等の指摘 

注）基準となる達成状況を「良好」 

に置く 
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３．学部・研究科等の現況分析 

≪分析項目・観点の構成の見直し≫ 

●学系ごとの記載項目（仮称）の設定 

    第２期中期目標期間の教育研究評価における「学部・研究科等の現況調査表」では、

分析項目・観点ごとに、具体的な記載内容や根拠となる資料・データをどのように示

すかは各国立大学法人等に委ねていたため、国立大学法人等からのアンケートの回答

において「何を記載すべきか迷った」との意見や、評価者からのアンケートの回答に

おいても「記載内容が多様で判断が難しい」との意見があったことなどを踏まえ、「学

部・研究科等の現況調査表」の記載内容について一定の標準化を図るため、各分析項

目の下に学系ごとの複数の記載項目（仮称）
注）
を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）記載項目の種類や判定方法等については、評価委員会の下に学系別の検討チームを立ち上げて 

検討し、実績報告書作成要領、評価作業マニュアルとともに示す予定 

 

 

【イメージ（案）】

（教育） （教育）

分析項目 分析項目

（研究） （研究）

分析項目 分析項目

・

・

・

記載項目１

記載項目２

・

・

・

記載項目１

記載項目２

・

・

・

記載項目１

記載項目２

・

・

・

記載項目１

記載項目２
 Ⅱ　研究成果
　　　の状況

観点２－１
　研究成果の状況
（大学共同利用機関、大学の共同利用、

共同研究拠点に認定された附置研究所及

び研究施設においては、共同利用・共同

研究の成果の状況を含めること。）

 Ⅱ　研究成果
　　　の状況

 Ⅰ　研究活動
　　　の状況

観点１－１
　　研究活動の状況

 Ⅰ　研究活動
　　　の状況観点１－２

　　大学共同利用機関、大学の共同利用・

共同研究拠点に認定された附置研究所及

び研究施設においては、共同利用・共同

研究の実施状況

観点２－２
　　進路・就職の状況

観点 記載項目（仮称）

観点１－２
　　教育内容・方法

 Ⅱ　教育成果
　　　の状況

観点２－１
　　学業の成果

 Ⅱ　教育成果
　　　の状況

≪第２期≫ ≪第３期≫

観点 記載項目（仮称）

 Ⅰ　教育活動
　　　の状況

観点１－１
　　教育実施体制

 Ⅰ　教育活動
　　　の状況

学系ごとの複

数の記載項

目（仮称）を

設定
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水準 質の向上度

教
育

①教育活動の状況
４段階で判定 ４区分で判定

②教育成果の状況

研
究

①研究活動の状況

②研究成果の状況

・大きく改善、向上している、
又は高い質を維持している

・改善、向上している

・質を維持している

・質を維持しているとはいえ
ない

・期待される水準を大きく
上回る

・期待される水準を上回る

・期待される水準にある

・期待される水準を下回る

・第１期中期目標期間終
了時点と評価時点の水
準を比較・分析し、どの
程度水準が向上している
か

・各学部・研究科等の
目的に照らして、それ
ぞれの組織が想定す
る関係者（ステークホ
ルダー）の期待にどの
程度応えているか

視点
視点

≪評価方法の見直し≫ 

●質の向上の状況を含む水準の評価 

法人評価委員会による実施要領を踏まえ、水準の判定と質の向上度の判定を別々

に行わず、水準の判定の中で質の向上の状況も含めて評価を行います。 

●評定の表記 

評定について質の状況を評価することを示す表記に変更します。 

●評価の視点 

第２期中期目標期間の教育研究評価の際の「想定する関係者の期待にどの程度応

えているか」という視点による評価方法について、国立大学法人等からのアンケー

トの回答において「想定する関係者の期待の内容を記載することが難しい」との意

見や、評価者からのアンケートの回答においても「国立大学法人等が自ら記載した

想定する関係者の期待の内容を基に評価することが難しい」との意見があったこと

などを踏まえ、「学部・研究科等の目的に照らして、取組や活動、成果の状況がど

の程度の質にあるか」という視点による評価を実施します。 

【第３期中期目標期間 教育研究評価 現況分析 判定イメージ（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考（第２期中期目標期間 教育研究評価 現況分析 判定イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２期中期目標期間の教

育研究評価（現況分析）の

水準判定においては、各分

析項目の下に観点を設け、

観点ごとの判定（３段階）

を積み上げ、各分析項目の

判定（４段階）を行った。 

水準

教
育

①教育活動の状況
４段階で判定

②教育成果の状況

研
究

①研究活動の状況

②研究成果の状況

・特筆すべき高い質にある

・優れた質にある

・相応の質にある

・質の向上が求められる

各学部・研究科等の目的に照らして、取組や活動、
成果の状況がどの程度の質にあるか

視点

第２期中期目標期間終了時点と評価時点での質の向上
の状況も含めて判断


